
 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 

 

選挙管理委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   日時 令和３年１２月２０日（月） 

午前９時００分 

                   場所 佐賀市役所本庁７階 

選挙管理委員会事務局 



 

会 次 第 

 

１ 議 事 

 

（１）委員長の選挙について 

 

（２）委員長職務代理者の指定について 

 

（３）その他 

 

 

 

２ 報告事項 

 

（１）佐賀県都市選挙管理委員会連合会委員長会について 

 

（２）今後のスケジュールについて 

 

（３）その他 

 

 

 

３ 閉 会



 

【 議 事 】 

 

１ 委員長の選挙について 

 

（地方自治法第１８７条第２項） 

  委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 

（佐賀市選挙管理委員会規程第１４条  委員長の職務） 

 （１）委員会に議案を提出すること。 

 （２）委員会の議決を執行すること。 

  （３）公印及び書類の保管に関すること。 

  （４）委員会の予算の経理に関すること。 

  （５）職員の任免、給与及び服務に関すること。 

  （６）前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。 

委 員 長 

住   所 氏   名 

  

  なお、別紙１のとおり告示する。 

 

 

２ 委員長職務代理者の指定について 

（地方自治法第１８７条第３項） 

  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が 

 その職務を代理する。 

（佐賀市選挙管理委員会規程第４条  委員長の職務代理者） 

  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定 

 した委員がこれを代理する。 

委 員 長 

職務代理者 

住   所 氏   名 

  

  なお、別紙２のとおり告示する。 

 

 

３ その他 
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【 報 告 事 項 】 

 

１ 佐賀県都市選挙管理委員会連合会委員長会について 

（１）日 時  令和４年１月１４日（金） 午後２時 

（２）場 所  佐賀市役所４階大会議室 

（３）出席者  委員長 

 

 

２ 今後のスケジュールについて 

  別添資料のとおり 

 

 

３ その他 
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佐賀市選挙管理委員会告示第４４号 

（案） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第１項の規定により、次の者が佐賀

市選挙管理委員会委員長に選挙された。 

 

  令和３年１２月２０日 

 

                      佐賀市選挙管理委員会 

                      委員長  

 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙資料１
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佐賀市選挙管理委員会告示第４５号 

（案） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第３項の規定により、次の者を佐賀

市選挙管理委員会委員長職務代理者に指定する。 

 

  令和３年１２月２０日 

 

                      佐賀市選挙管理委員会 

                      委員長  

 

 

１ 住  所   

２ 氏  名   

 

別紙資料２
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